
（一一一‾

醍艶帳の閲覧状況の公表　　　　間合先市民生活課
■平成21年11月1日～平成22年10月31日までの閲覧状況

閲覧園　　閲麗蛭綴る鍵屋の範囲

夏狩地区　大正9年5月1日～

平成2年4月30日生まれの男女

市内全域の13歳（平成22年1

月1日現在）以上の女性120名

四日市場、与縄、桂町の満20

歳以上の男女15名

1月20日

1月21日

2月　9日

6月11日　山梨県在住20歳以上の男女

詰萩琴曲の駆琵
2010年「全国たばこ喫煙者率調査」実

施のための対象者抽出

（委託者：日本たばこ産業株式会社）
「女性の健康意識調査」実施のための

対象者抽出

（委託者：山梨県知事）
「生活意識に関するアンケート調査」

実施のための対象者抽出

（委託者：日本銀行情報サービス局）
今後の観光の推進を図るための意識

調査

（委託者：山梨県知事）
「男女共同参画に関する県民意識・

申請書の氏名

（株）日本ビデオ

リサーチ

（財）山梨

総合研究所

（株）日本リサーチ

センター

（株）流通研究所

（株）流通研究所　実態調査」のための対象者抽出　　10月6日　山梨県在住の20歳以上の男女

「小野」地区一部　25歳以上59

歳以下の男女個人（昭和25年1

月1日～昭和59年12月31日生

まれ）14名

10月21日

（委託者：山梨県知事）
「2010年格差と社会意識についての

全国調査」対象者抽出

（委託者：情報・システム研究機構

統計数理研究所所長　北川源四郎）

（社）中央調査社
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申
込
受
付
期
間

1
2
月
1
日
（
水
）
～

平
成
2
3
年
1
月
3
1
日
（
月
）

※
土
・
日
曜
、
税
目
、
1
2
月
2
8
日
（
火
）

～
平
成
2
3
年
1
月
3
日
（
月
）
は
除

き
ま
す
。

受
付
時
間

8
時
0
0
分
～
1
7
時
0
0
分

申
込
書
の
配
布
・
受
付
場
所

福
祉
課
子
育
て
支
援
担
当

市
内
各
保
育
園

※
申
込
書
は
1
2
月
1
日
か
ら
配
布
し

ます。

入
園
基
準

都
留
市
に
住
所
が
あ
る
方
で
、
次

の
5
つ
の
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方

①
両
親
が
共
働
き
の
た
め
、
保
育
で

き
な
い
場
合

②
両
親
が
、
家
事
以
外
の
仕
事
を
し

て
い
る
た
め
、
保
育
で
き
な
い
場

合
③
同
居
の
家
族
の
介
護
な
ど
の
た

め
、
保
育
で
き
な
い
場
合

④
同
居
の
家
族
も
保
育
で
き
な
い
状

態
で
あ
る
場
合

⑤
そ
の
他
、
特
別
な
事
情
な
ど
に
よ

り
、
保
育
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合

※
出
産
の
た
め
保
育
で
き
な
い
場
合

の
入
園
基
準
は
、
出
産
前
6
週
間

か
ら
出
産
後
8
週
間
ま
で
で
す
。

申
込
方
法

申
込
書
に
必
要
書
類
を
添
付
の
う

え
、
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
内
福
祉
課

子
育
て
支
援
担
当
、
ま
た
は
市
内
各
保

育
園
に
直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

臆
在
職
証
明
善

書
世
帯
状
況
調
査
票

臆
所
得
状
況
調
査
同
意
書

漢
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
確
定
申
告
表

の
写
し

※
病
気
、
介
護
、
求
職
な
ど
で
保
育

で
き
な
い
場
合
は
、
保
育
に
欠
け

る
こ
と
の
申
立
書
（
民
生
委
員
の

証
明
）
が
必
要
で
す
。

※
求
職
の
場
合
は
、
3
カ
月
ご
と
に

状
況
報
告
が
必
要
で
す
。

※
出
産
の
た
め
保
育
で
き
な
い
場
合

は
、
母
子
手
帳
の
写
し
が
必
要
で
す
。

※
継
続
入
所
の
場
合
は
、
必
要
書
類

が
変
わ
り
ま
す
。

そ
の
他

市
外
の
保
育
園
入
園
を
ご
希
望
さ

れ
る
方
は
、
該
当
市
町
村
の
受
付
締

切
日
を
ご
確
認
の
う
え
　
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

住
民
基
本
台
帳
法
第
1
1
条
第
3

項
及
び
第
日
条
の
2
の
第
1
2
項
に
よ

り
、
毎
年
1
回
は
住
民
基
本
台
帳
の

一
部
の
写
し
の
閲
覧
状
況
に
つ
い

て
、
請
求
を
し
た
機
関
や
個
人
、
請

求
事
由
の
概
要
、
そ
の
他
総
務
省
令

で
定
め
る
事
項
を
公
表
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

平
成
2
1
年
1
1
月
1
日
～
平
成
2
2
年

1
0
月
3
1
日
ま
で
の
閲
覧
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。


